
 

 

○労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）（抄） 
 

 

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）  

第１８条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約

期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。）の契約

期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」という。）が五年

を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約

の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が

提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使

用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申

込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締

結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と

同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定

めがある部分を除く。）とする。  

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了

した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約

期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間（こ

れらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定

める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下

この項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当

該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間（当該一の有

期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間が

ないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以

下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の

有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚

生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前に満了し

た有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 
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（有期労働契約の更新等） 

第１９条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの

契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の

申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の

締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶すること

が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな

いときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一

の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるもので

あって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないこと

により当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働

契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該

期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視でき

ると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該

有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理

由があるものであると認められること。  

 

 


